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Ｑ.公立の小学校・中学校・高等学校で、教員に部活動顧問を
強制的に担当させることはできるでしょうか。また、逆に
教員は意に沿わない部活動顧問を断ることはできるでしょ
うか。

Ｑ.部活動顧問が土日休みに旅行に行くため、監督業務を別の
教員に任せたところ、それを知った保護者から「遊びに行
くために仕事をサボるのか」というクレームが入った場合、
どのように対応すればよいでしょうか。

Ｑ.部活動業務で顧問が自分の自動車を使用した場合、ガソリ
ン代を学校に請求できるでしょうか。また、部活動中に生
徒の体調が悪くなり、顧問が自分の車で病院に連れて行っ
た場合はどうでしょうか。

Ｑ.公立学校の教師は残業代が支払われないと聞きましたが、
本当でしょうか。

Ｑ.教員にとって給食 (昼食 )指導の時間は労働時間でしょうか。

Ｑ．勤務時間外に、生徒からいじめがあったと申告がありました。
勤務時間外に教員に対していじめ対応を強制的に命じるこ
とはできるでしょうか。

Ｑ.新型コロナウイルス感染症の感染拡大中に在宅勤務を命じ
られた場合、残業は認められるのでしょうか。在宅勤務中
に何らかの成果を出すように命じられた場合はどうでしょ
うか。

Ｑ．校長からオンライン授業を実施するように命じられた場合、
肖像権を理由に拒否することはできるでしょうか。また、
インターネットに授業動画が流出した場合に、校長に法的
責任を追及できるでしょうか。

Ｑ.産休に入る担任教員に対して、保護者から「中途半端な時期
に産休に入るなんて、子どもたちが不安定になる」というク
レームが入った場合に、どのように対応すべきでしょうか。
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● 学校現場特有の労働問題について、 全国各地で学校法務に携わるスクールロイヤーや教職員経験のある
　 弁護士等の 10 人が、 法律家／教職員 両方の目線から答える書籍。　

● 学校現場の労働問題に対して、予防・解決の手法と法的な助言を分かりやすいＱＡ形式で解説。

● 教師の労働問題として特に注目されている「労働時間」「部活動」を中心に様々な労働相談を収録。

設問抜粋
　　教員の労働時間 　　部活動の労働問題

　　教育現場の様々なワークルール

学校現場の労働問題、経験 or 法律  片方だけでは足りません！
教職員の経験則と弁護士の法的視点を合わせた最適解を示す１冊
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